
[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門取付護岸等基本設計

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及 藤本　光明

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和7年4月10日

契 約 業 者 名 協同エンジニアリング株式会社　関西事務所

契約業者の住所 兵庫県神戸市中央区下山手通 ２－１３－３

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥21,703,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥21,703,000

　本業務は、和歌山下津港海岸（海南地区）日方水門取付護岸等における、津波防護を目的
とした海岸保全施設の基本設計を行うものである。

　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が46者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に41者
から問い合わせがあり、1者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている1者に技術提
案書の提出を求めたところ、1者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、 協同エンジニアリング株式会社　関西事務所 の提案は、当所
の要求する要件を満たしていたため、 協同エンジニアリング株式会社　関西事務所 と契約を
行うものである。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和7年4月10日

履行期間（至） 令和7年12月26日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、和歌山下津港海岸（海南地区）日方水門取付護岸等における、津波防護を目的
とした海岸保全施設の基本設計を行うものである。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 神戸港臨港道路（湾岸西伸）新港・灘浜航路部主塔基礎における温度応力解析検討業務

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及 藤本　光明

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和7年4月18日

契 約 業 者 名 パシフィックコンサルタンツ株式会社　大阪本社

契約業者の住所 大阪市北区堂島浜１－２－１

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥15,466,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥16,665,000

　本業務は、大阪湾岸道路西伸部の大規模な海上部主塔基礎において温度応力解析を行
い、台座コンクリート及び頂版コンクリートの仕様を決定するものである。

　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が39者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に40者
から問い合わせがあり、2者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている2者に技術提
案書の提出を求めたところ、2者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、提案が総合的比較優位である パシフィックコンサルタンツ株式
会社　大阪本社 と契約を行うものである。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和7年4月18日

履行期間（至） 令和8年1月30日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、大阪湾岸道路西伸部の大規模な海上部主塔基礎において温度応力解析を行
い、台座コンクリート及び頂版コンクリートの仕様を決定するものである。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 神戸港臨港道路（湾岸西伸）の施工課題に関する検討業務

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和7年5月22日

契 約 業 者 名 
神戸港臨港道路（湾岸西伸）の施工課題に関する検討業務沿岸技術研究センター・大日本ダ
イヤコンサルタント設計共同体

契約業者の住所 東京都港区西新橋１－１４－２

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥38,060,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥38,148,000

　本業務は、大阪湾岸道路西伸部の海上部橋梁基礎を施工するにあたり、施工課題を整理す
るとともに、施工課題に精通した有識者による検討会を開催し、対応方針等を検討するもので
ある。
　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が86者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に46者
から問い合わせがあり、1者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている1者に技術提
案書の提出を求めたところ、1者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、 神戸港臨港道路（湾岸西伸）の施工課題に関する検討業務沿
岸技術研究センター・大日本ダイヤコンサルタント設計共同体 の提案は、当所の要求する要
件を満たしていたため、 神戸港臨港道路（湾岸西伸）の施工課題に関する検討業務沿岸技術
研究センター・大日本ダイヤコンサルタント設計共同体 と契約を行うものである。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和7年5月22日

履行期間（至） 令和8年2月27日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、大阪湾岸道路西伸部の海上部橋梁基礎を施工するにあたり、施工課題を整理す
るとともに、施工課題に精通した有識者による検討会を開催し、対応方針等を検討するもので
ある。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 大阪港北港南地区荷さばき地（C12）等耐震改良検討業務

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及 藤本　光明

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和7年6月12日

契 約 業 者 名 パシフィックコンサルタンツ株式会社　大阪本社

契約業者の住所 大阪市北区堂島浜一丁目２番１号

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥40,700,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥41,173,000

　本業務は、大阪港北港南地区荷さばき地（C12）等において、多重非線形効果を考慮した地
震動等を用いて耐震化に向けた改良工法の検討を行うものである。

　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が61者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に50者
から問い合わせがあり、2者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている2者に技術提
案書の提出を求めたところ、2者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、提案が総合的比較優位である パシフィックコンサルタンツ株式
会社　大阪本社 と契約を行うものである。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和7年6月12日

履行期間（至） 令和8年3月13日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、大阪港北港南地区荷さばき地（C12）等において、多重非線形効果を考慮した地
震動等を用いて耐震化に向けた改良工法の検討を行うものである。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 八尾空港B 滑走路等（改良）基本設計

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及 藤本　光明

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和7年6月16日

契 約 業 者 名 株式会社日本空港コンサルタンツ　西日本支社

契約業者の住所 大阪府大阪市西区江戸堀二丁目１番１号

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥19,580,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥19,602,000

　本業務は、八尾空港において、滑走路、誘導路等の設計の見直し及び八尾空港A 滑走路
RESAの整備手法等に関する資料を収集整理し、設計、施工上の留意点について整理を行う
ものである。
　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が64者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に37者
から問い合わせがあり、2者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている2者に技術提
案書の提出を求めたところ、2者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、提案が総合的比較優位である 株式会社日本空港コンサルタ
ンツ　西日本支社 と契約を行うものである。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和7年6月16日

履行期間（至） 令和8年2月27日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、八尾空港において、滑走路、誘導路等の設計の見直し及び八尾空港A 滑走路
RESAの整備手法等に関する資料を収集整理し、設計、施工上の留意点について整理を行う
ものである。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 大阪湾における環境再生技術の実装に関する検討業務

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及 藤本　光明

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和7年6月27日

契 約 業 者 名 
大阪湾における環境再生技術の実装に関する検討業務沿岸技術研究センター・いであ設計
共同体

契約業者の住所 東京都港区西新橋1丁目14番2号

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥19,690,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥19,800,000

　本業務は、大阪湾を対象とし、沿岸域等の海洋環境課題を解決するための中長期的環境再
生技術の実装に向けた検討、有識者意見聴取を行うものである。

　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が67者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に45者
から問い合わせがあり、1者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている1者に技術提
案書の提出を求めたところ、1者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、 大阪湾における環境再生技術の実装に関する検討業務沿岸
技術研究センター・いであ設計共同体 の提案は、当所の要求する要件を満たしていたため、
大阪湾における環境再生技術の実装に関する検討業務沿岸技術研究センター・いであ設計
共同体 と契約を行うものである。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和7年6月27日

履行期間（至） 令和8年2月27日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、大阪湾を対象とし、沿岸域等の海洋環境課題を解決するための中長期的環境再
生技術の実装に向けた検討、有識者意見聴取を行うものである。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 管内技術課題検討支援業務

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及 藤本　光明

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和7年7月28日

契 約 業 者 名 一般財団法人　沿岸技術研究センター

契約業者の住所 東京都港区西新橋１－１４－２新橋エス・ワイビル５Ｆ

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥12,430,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥12,661,000

　本業務は、近畿管内の港湾施設等において抽出された技術的課題の解決にあたり、技術的
課題に精通する有識者への意見聴取会等を実施し技術支援を行うものである。

　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が70者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に30者
から問い合わせがあり、1者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている1者に技術提
案書の提出を求めたところ、1者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、 一般財団法人　沿岸技術研究センター の提案は、当所の要
求する要件を満たしていたため、 一般財団法人　沿岸技術研究センター と契約を行うもので
ある。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和7年7月28日

履行期間（至） 令和8年3月13日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、近畿管内の港湾施設等において抽出された技術的課題の解決にあたり、技術的
課題に精通する有識者への意見聴取会等を実施し技術支援を行うものである。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 大阪港北港南地区コンテナターミナル岸壁(ｰ16m)(C12)に関する技術検討業務

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及 藤本　光明

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和7年9月4日

契 約 業 者 名 沿岸技術研究センター・パシフィックコンサルタンツ設計共同体

契約業者の住所 東京都港区西新橋１－１４－２　新橋エス・ワイビル５Ｆ

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥19,140,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥19,162,000

　本業務は、ジャケット式桟橋を採用している大阪港北港南地区岸壁（C12）延伸部において、
不等沈下に伴う変位が発生していることから、桟橋部の鋼管杭内部調査(別件)の結果を反映
した岸壁の安定性の検討を行うものである。
　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が34者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に50者
から問い合わせがあり、1者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている1者に技術提
案書の提出を求めたところ、1者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、 沿岸技術研究センター・パシフィックコンサルタンツ設計共同
体 の提案は、当所の要求する要件を満たしていたため、 沿岸技術研究センター・パシフィック
コンサルタンツ設計共同体 と契約を行うものである。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和7年9月4日

履行期間（至） 令和8年3月27日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、ジャケット式桟橋を採用している大阪港北港南地区岸壁（C12）延伸部において、
不等沈下に伴う変位が発生していることから、桟橋部の鋼管杭内部調査(別件)の結果を反映
した岸壁の安定性の検討を行うものである。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 神戸港臨港道路（湾岸西伸）橋梁基礎における支持力解析検討業務

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及 藤本　光明

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和7年12月15日

契 約 業 者 名 八千代エンジニヤリング(株)大阪支店

契約業者の住所 大阪市中央区城見１丁目４番70号

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥43,890,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥43,890,000

　本業務は、大阪湾岸道路西伸部の橋梁基礎において支持力解析モデルの作成、解析を行
い、現地地盤における鋼管矢板井筒基礎の支持力メカニズムを検討するものである。

　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が55者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に62者
から問い合わせがあり、3者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている3者に技術提
案書の提出を求めたところ、3者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、提案が総合的比較優位である 八千代エンジニヤリング(株)大
阪支店 と契約を行うものである。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和7年12月15日

履行期間（至） 令和8年8月31日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、大阪湾岸道路西伸部の橋梁基礎において支持力解析モデルの作成、解析を行
い、現地地盤における鋼管矢板井筒基礎の支持力メカニズムを検討するものである。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 神戸港臨港道路（湾岸西伸）橋梁概略設計

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及 藤本　光明

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和7年12月15日

契 約 業 者 名 八千代エンジニヤリング株式会社　大阪支店

契約業者の住所 大阪市中央区城見１丁目４番70号

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥26,158,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥26,191,000

　本業務は、大阪湾岸道路西伸部の海上長大橋における橋梁基礎形式の適用条件の検討及
び陸上機械施工を想定した仮桟橋の概略設計を行うものである。

　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が53者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に87者
から問い合わせがあり、4者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている4者に技術提
案書の提出を求めたところ、4者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、提案が総合的比較優位である 八千代エンジニヤリング株式会
社　大阪支店 と契約を行うものである。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和7年12月15日

履行期間（至） 令和8年8月31日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、大阪湾岸道路西伸部の海上長大橋における橋梁基礎形式の適用条件の検討及
び陸上機械施工を想定した仮桟橋の概略設計を行うものである。

随意契約による
こととした理由
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